
「別表１」

内は入札参加資格業者

(1)

吸収合併

(2)

新設合併

(3),(4)

事業譲渡

吸収分割

B社 B社

(譲受会社) (譲受会社)

譲渡部門

B社はA社の入札参加
資格を承継する。

承認で
きる。

入札参加資格
業者から入札
参加資格業者
でないものに
資格を全部譲
渡する場合

A社 A社

(譲渡会社) (譲渡会社)

譲渡部門

承認で
きる。

入札参加資格
業者とそうで
ないものが合
併する場合

A社

(消滅会社)

C社

(新設会社)

B社

(消滅会社)

(新設会社)

B社

(消滅会社)

C社はA社の入札参加
資格を承継する。

B社
(存続会社)(存続会社)

C社は、A社、B社いず
れか1社の入札参加資
格を承継する。

承認で
きる。

合併するもの
が全て入札参
加資格業者の
場合

A社

(消滅会社)

C社

入札参加資格
業者でないも
のが入札参加
資格業者を吸
収合併する場
合

A社

(消滅会社)

B社

イメージ図 備　考 承継

A社の入札参加資格を
承継する。

承認で
きる。



イメージ図 備　考 承継

(5)

新設分割

(6)

代替わり等

(7)

法人成り

(8)

その他

上記のほか、上記各号に類するもので、市長が特に必要と認める場合

(被承継人)

法人

(承継人)
法人は個人の入札参
加資格を承継する。

承認で
きる。

個人事業者が
自身を代表者
として法人を
設立し、設立
した法人に承
継する場合

個人

(新設会社)

資格

B社はA社の入札参加
資格を承継する。

承認で
きる。

資格の全部を
分割し新設す

る場合

A社 A社

(分割会社) (分割会社)

資格

B社

個人A

(被承継人)

承認で
きる。

個人B

(承継人)

個人B

(承継人)

個人Aが2親等
以内の個人Bに
承継する場合

個人Bは個人Aの入札
参加資格を承継す

る。


